
参考資料

下請法違反行為をしていた親事業者が公正取引委員会・中小企業庁
に対して自発的に違反行為を申し出た場合、親事業者の自発的な改善
措置が、下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、
所要の事由が認められた場合には、勧告を行わない取扱いとする制度
です。
その際、以下の事由が認められる必要があります。

1 公正取引委員会等が該違反行為に係る調査に着手する前に、当
該違反行為を自発的に申し出ている。

2 当該違反行為を既に取りやめている。
3 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するた
めに必要な措置（注）を既に講じている。

4 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることと
している。

5 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全
面的に協力している。

（注）下請代金を減じていた当該事案においては、減じていた額
の少なくとも過去1年間分を返還している。

自発的申出について

問い合わせ先
○公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 下請取引調査室
電話

○中小企業庁 事業環境部 取引課
電話
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/zihatuFAQ.pdf



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について

適切な価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定
着させる観点から、労務費の転嫁のあり方について、内閣官房及び公
正取引委員会が連名でとりまとめた指針です。

パートナーシップ構築宣言について

事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企
業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者
の名前」で宣言するもので、下記の（１）（２）を宣言します。
（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携

・オープンイノベーション
・IT実装
・グリーン化 等

（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守
特に、取引適正化の重点5課題について宣言します。
①価格決定方法
②型管理などのコスト負担
③手形などの支払条件
④知的財産・ノウハウ
⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ

問い合わせ先
○中小企業庁 事業環境部 企画課（電話 ）
○内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（産業・雇用担当）付（ ｰ ｰ ）

自主行動計画について

サプライチェーン全体での「取引適正化」に向けた望ましい取引慣
行を浸透させること等を目的に、各産業界自らが取り組む行動をまと
めたもので、29業種79団体が策定しています（令和7年4月時点）。

問い合わせ先
○中小企業庁 事業環境部 取引課（電話 ）



適正取引・価格転嫁に向けた支援策等

○下請かけこみ寺
中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解
決に向けてサポートします。

○価格転嫁サポート窓口
価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通
じて、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しします。
ご相談の際は、以下、よろず支援拠点の各都道府県窓口までご連

絡のうえ、価格転嫁に関するご相談の旨をお伝え下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/tenka_support.html

○中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック
取引先と価格交渉を行うために準備しておくとよいツールや、交

渉を行う上で押さえておくとよいポイントなどを、わかりやすくま
とめています。

○その他の価格交渉・転嫁のツール
価格交渉の根拠材料として有用な公表資料や、価格交渉に応じて

もらえない等の取引上の悩み等に関する情報を用意しています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shien_tool.html

○価格転嫁・取引適正化対策の最近の動きと今後の方針
足元の価格転嫁・取引適正化施策と今後の施策について紹介して

います。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#tenka_torihiki_tekiseika


